
はじめに

Ⅰ　国家機構における新たな変化（以上，第16巻第９号）

Ⅱ　人権状況の変化
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的人権という慣用的表現を使うことにする。そ l

て以下で検討する対象として，（1）人権訴訟の動向

(32条に定める憲法的救済の権利）， (2）自由権のなか

から人身の内出，とくに予防拘禁の問題，（3）「労働

基本格jの問題（19条C項）， (4）平等権の実態的

側面としての宗教対立と「不可触賎民J1Hllの問題

をとりあげる。前章では選挙過程の問題を通して

参政権の問題につヤても若干の議論をしてL、るわ

で，財産権の問題を除けば、主要な権利について

はカバーしえるのではないかと思われる。財産権

の問題については前章の司法府の街所でふれたの

でここでは省略する。

各側面につし、ての検討に入る前に説明を少し加

えるならば，（1）および（2）は筆者が日I］稿｛注3）で検討

したように基本権訴訟に:l3いて平時ヵ、ら財産権問

題とならんで，争われることの最七多い権利ごふ

る。また（3）の問題は，インドにおいて；ょ I労働基

本格jなるものがいかなる意味で成、工するか議論

を要するところであるが，人身の円出とならんで

財産権の対極に位置するものとして現状の検討が

必要であろう。（4）の問題は憲法あるいは宗本的人

権の問題としてよりは，社会内一部の問題として救

われているのであるが，平等権，とりわけ少数宗

教集団や「不可触賎民JL注引の~等権の実態は社

会内部の憲法意識，人権意識の動向を示すもので

もあるという立場からこれを検討するのである。

1. 基本権訴訟の動向

インドにおいて基本権訴訟の最も一般的な形は

令状請求訴訟（writpetition）岨5）であるσ この訴

訟の内容を史的にも質的にも正確にとらえること

ができれば，それはインドにおける人権訴訟の実

態を把握しえたことになると思われる。にもかか

わらず全インド的な範囲でこの訴訟の動向をつか

むことは資料的にも困難である。 31J稿（it6〕におい

ラZ

て作戒した第 5表によれば，！う、ソ守ル 7＇ラヂじ工

J刊行タラ，、バード尚j占）におけるこの種の訴訟件数は

70年代にも増大傾向にある。非常事態fでの，；Ji去

救済停Jt命令が一部を除き今r11JI土F主,ll.C L、／.）.い

ことも，令状請求訴訟の抑制要因が存在してL、江

いことを意味してL、るの

~5 表 「ラハパード，，；；；裁における令状請求訴訟
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19,0 I (1 状 n, ss2 j s , 100 ! 7 , 534 I , , 448 
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また｜丙稿で検討した最高裁判例薬に上る令状請

求訴訟記載件数も，第6表が示すように1971年以

後には，閣内袖安維持法に関する人身保護令状の

請求を中心に増加してL泊。とくに国内治安維持

法は次節に述べるように志法的疑義を含むいくつ

かの規定を備えているので，被拘禁者側からの法

延での庇警察もそれだけひんぱんになっている。

2. 人身の自由

人身の自由および予防拘誌の問題は1950年に予

防拘禁法（PreventiveDetention Act）が成立して以

来，財産権とならんでインドの人権状況を理解す

るうえで不可欠の要素であった。予防拘禁法lま刑

事犯罪ゃ経済犯罪の予防を対象とするより，その

成立の当初から政治的な目的を課せられた法律で

あった。独立後のコミてナリズムの波や1948～52

年のインド共産党の武装革命路線に対処するとと

がこの法律の目的であった。同法は時限立法とし

てそのつど延民を認められてきたが， 69年12月31

日の期限終fが来たときには．会議派の分裂によ

って与党会議派が国会内で左派諸党の支持も求め

なければならない事情があって，失効せざるをえ

なかった。

国内治安維持法はこの予防拘禁法に代わるもの

としてその内容をほぼひきつぎ，それに新たな 2,

3の条項（この条項が同法に予防拘禁法以上の弾圧立

法としての性格を与えるこどとなった〉を加えたもの

であった。

国内治安維持法が71年5月7日に政令として公

布されるまでの約l年半の謹白期聞に，各州政府

は予防拘禁が連邦と州の共管事項であることがら

予防拘禁法を州法として再立法するか，あるいは

刑事訴訟法の予防拘禁規定を利用するなどの手段

をとった。 i冴ペンガル州のように植民地統治下の

治安法を再生させる処置をι〉た倒もある。

1970年代「ンドの憲法状況

71年選挙をインド共産党との協力によって圧勝

した与党会議派が大統領をして公布せしめたニつ

の最初の政令がトリプラに関する抽安政令とこの

政令（5月24H下院提出， 7月2日に大統領承認〉で

Jレ
ρ〉ず ） ：：こ。

国内治安維持法が予防拘禁法と具なるいくつか

の点をあげておとう〈注7〕。第 1に同法は恒久立法

Cある。予防拘禁法ポ，常に更新されたとはいえ

3年間の時限立法として制定されてきたことは既

述した。第2に，外国人の拘禁規定を追加してい

ることである（17条その他），第 3に74年9月17日

の政令によって密輸業者に関する規定を加えは

条（ C C）項， 3条（ C）項），高裁判事に相当する資格

を有する者， 3名からなる諮問委員会（Advisory

floard）にかけずに長高 1年まで予防拘禁すること

をμJ需にしたこと（16A条）である。第4に71年

12月の非常事態以後， 1971年のインド防衛法6条

6 (e）項にもとづいて新たな17A条を挿入し，それ

に上，〉て最低21カ月，最高の場合は非常事態継続

期間中，諮問委員公の審査を兎けずに拘禁を続け

ることを可能にした。

17A条は最高裁において73年4月に違憲とされ

たが，同条によって拘禁された西ベンガル州の

2500名は判決後も釈放されず，一部の釈放者も同

法3条により再拘禁された（注8）。

17A条の公判廷で原告側弁護士， N ・グプトゥ

(Cooptoo）は同条が「予防Jではなく「課刑」の

ための拘禁であり，過去・現在の非常事態の永続

化という事実から，この条文は無期限拘禁に等し

L、意味をもっと述ミセ（注9）。

また西ベンガル・ピハールなどでは政治活動の

抑圧の道具として同法が利用されていることが連

邦下院で野党議員によって明らかにされており，

連邦政府は公式にはこれを否認しているが，各州、l

53 
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第7表予防拘禁法および国内治安維持法による拘禁

者数（当該年度新況の分のみ、） （単位：人）
一一一『一一一一

1950 10,%2 
51 2,]16 
52 1,116 
53 736 
54 325 

55 325 
56 200 
57 292 
58 177 
59 n.a. 

60 15:l 
61 '.21叫
62 28自
63 n.a. 
64 n a. 

65 iiS8 
66 1,153 
67 3,184 
68 n.a. 
69 n.a. 

70 n.a. 
71 n.a. 
7'2 3,137器a~l7:~ 3,693 
74 :,,985 
75 532 

( Ill所） 1)1950一1960は Bayley,D. H.‘Preven・ 
tiI•e Detention in India, 1962‘p. 24. 2) 1961-

fi7はじov’tof India, l¥;linistry of I Iome Affairs, 

Statistica! information問 ＇gardingthe working 

of Preventh•t' Detention .Act, 1950. 3) 1972-

75f土 .lmritaBazar Patrika, 8 Mar., 1975. 

ただし1975年は2月14日現怠。カッカ内の数は
被拘禁者のうちで密輸のかどによるもの。

（注〕 年度のとり方に上記出所の聞で若干のくいち
カル、がある。

における同法の適用の実態につし、ごは・H・I政府と協

議するとも述べている。九なみにがj法（また予防拘

NUJ；いでは，拘禁してから29日以内に連邦政府

は州政府の報告をうけることになっている。

第7表は二つの治安法による拘禁者数（当該年

度に新たに拘禁された人数）を示している。 68-71

年の欠落が結論をやや不正確にするきらいがある

が， 70年代の拘禁者数が年とともに滑指してきた

こと，その水準は67年をき J 》；－；当けとして憲法およ

び予防拘禁法の制定直後の水準にせ主っているこ

とを示している。

また西ベンガルだけをとってみても73年11月現

54 

在に拘留中の者が4265名といわれていることから

すると、二の数字は過少かとも忠われるが，非常

事態下のインド防衛令による拘禁をあわせれば，

75年6月上旬までに 2万1949という数字も得られ

ている（注10）。

74年9月の同法改正の前後に治安維持法を密輸

業者に適用することをもって問訟の存権盟由を主

張「るむきもあったが，第7表の7＇.！， ～ 75年のカッ

コ内の数字が示すように同法の 11(iJ J士合理化する

根拠となりそうもない。

「予防」拘禁立法のひんぱんな発動はそれ自体

大きな問題とされているが，これに付随してひき

起こされた人身の自由に関する問題としては刑務

所における待遇，取扱いの問題がある（注目〉。

3. 「労働基本権」の問題

インドにおいて「労働基本権jがし、かなる意味

で成立するかな議論のあるところである。憲法19

条（l)C項lこし、う組合（unions）結成（toform）の自由

を労働組合結成＝団結権の保障とみ，争議権，団

体交渉権がこれに伴って実質的に法認されている

とみることも不可能ではないと恩われるが池山，

これまでも争議権・団体交渉権は制定法によって

個別的・具体的にその内容が規定されてきたのが

実情であった。したがってここでは事実として存

在しているインドの労資関係とそれを規制してい

る労働諸法の存在とを手がかりにして，労働諸法

をめぐる最近の新たな状況について議論を進めた

U、。

会議派の分裂を背景に与党会議派が進めてきた

占有化政策は. 71年後にもいくつかの産業・企業

を対象と Lて進められているが，その過程で労働

者の権利にどのような変化が生じているかは意外

と見過ごされているところである。国有化政策＝

財産権の制限が現代法的特徴の一つであるとする
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ならば，労働基本権をもー内容とする社会権・生

存権の強化がいj時にはかられるはずである。

しかしながん現在のところ民間経営の国家収用

に際しては，それまで当該経営ないし産業の労働

者に適用されてきた労働諸法の適用に制限を加え

ることが行たわれているiiJI:l'., 「国有化iがこの

ような形をと叶てしか行なわれえないとこんに現

在のインドにおける産業国有化政策の一つの特徴

がある。

労働諸法の適用範囲かせばめられてきて，，、ると

いう共通の問題は， 71年以後の非常事態下でのイ

ンド防衛法・防衛令の労働争識に対するひんぱん

な発動という事態のなかにもみることができる。

インド防衛令によって禁止されたストライキの件

数は75年4月までに 500件といわれている。イン

ド防衛令が労働組合運動関係に不当に適用されて

いる事例につL、ては非常事態宣言後 1カ月を経ず

して報告されている。 72if.9月には連邦内務省じ

しんが「インド防衛令をささいな労働争議にまで

適用している州当局の傾向」に警告を発している

ほどである。 7:-l年 2月にはケララ州政府が農業労

働者の収穫期のストライキを誌止するために同令

を利用している。

インド防衛令はこのよう i二労働争議tこ対して恋

意的な適用が伝されており．この点は連邦政府も

認めるところである。

74年5月の金インド鉄道ストライキに対する連

邦政府の措慣はこれまでの中央政府公務員の争議

に対する措間と比べて事前の準備，ストラ f弓に

対する処置のいずれの点をとってみてもこれまで

にない厳しいものであった。インフレの昂進・財

政の危機を理由として鉄道従業員の中央公務員な

みの待遇の要求をしりぞけ，その後物価手当・ベ

ースアップの5割を強制貯蓄させるという「イン

1970年代 1／ドの憲民状況

フレ抑制」政令を公布したが，この間の連邦政府

の政策を制度面からみるならば，従来の賃金安渉

（政府を交えた3者機関による賃金裁定を主軸とする〕

による手当・基本給決定の方式さえも一時的に停

止するという意味をもっている。

これらすべての傾向は，いずれも独立後の労資

関係を規制してきた法的・制度的枠組すらも．重

要な点でその機能を奪われつつあり，それによっ

て労働側により多くの負担が観せられてきている

とレってよいであろう。

しかもこれらの慨向は連邦政府の賃金政策の線

上に位置づけられる。連邦政府は73年 2月，計間

委員会のS・千ャクラパルテf (Chakravarty）を

座長とする賃金政策委員会を発足させ，同年3月

にその中間報告をうけている。連邦政府は下院で

の重なる要求にもかかわらずこれを公表していな

。
〉l
 

1
 

し戸じ、
、
｝
H
 v
 

｜司報告は民聞のいわゆる組織セクターを対象と

して全国的な賃金構造（NationalWage Structure) 

のあり方を論じているが，その主眼は，全国的な

悦慢で決定される最低賃金，熟錬度指数など 6種

の要素からなる統一的賃金構造をつくりあげ，そ

の実施のためには，国家介入を強め，賃金決定を

この構造内にとどめるために全国賃金委員会

:.¥la1i岨 alWage Board）の承認を必要とするとい

うものである。

この場合，今後賃金抑制を強いられる部門とし

て．労働費用の低くかっ費用を価格lこ転嫁しうる

部門，これまでの計画経済のなかで重視されてき

た資本装備率の高い基幹産業部門，電力・運輸・

通信など必需サーピス部門があげられている J

前にもふれたように連邦政府は，この報告を下

院のたびたびの要求にもかかわら子公表していな

ヤ。たとえこのような構想が全面的に実現される

ララ



1975100058.TIF

とは考えられないにしても，この報告の示す方向

は現在の経済危機とインフレ下の生活危機で高ま

る労働者ーの要求に対して‘賃金の同家的統制の強

化によって対抗しようとする基本姿勢を示したι
のである。またこの姿勢はこれまでの労資関係法

．制度の機能の修正をせまるものであるc

「労働基本権ji二関して最後にふれておかねば

ならないのは‘西ベンガ、J!,:J,i,Iの労働運動が庭面し

ている問題である。西ベンカ、ノレ州の統一戦線運動

の中核は同十Hの労働運動であるのどが. 70年 3月

以降の f治安凶復j政策（第1卒参照〉の eつの

眼目も当然労働運動とその組織に対する攻撃であ

った。 72年州、γ下院選挙で大規模な干渉が行なわれ

た地域は工業地帯，そのなかでも労働者居住区で

あり，とりわけインド共産党（マ）系の労働組識，

インド労働組合セLター（Centreof Indian Trade 

¥ Tnions）の3齢、副総のあった地域であった。 72年

3月までにi,,Jセ〉々一系の 300組合の事務所が会

議派系の団体の攻撃をうけ占拠された。この状態

は75{fム 6月現拘：もがc＇、てし、る。職場に出勤できな

し、活動家が約1000名いるといわれている。

こうしてF吋〆＼ザガ，11,,J‘1,1で（／）労1動運動の疋常な活

動をlい，jf反する主;i求iよ， 1,iJ寸j

j王主t't句ti布jcl)f,ヨi反（，＇）聖：求と七 ）］ i) i土なせないものと

なっ亡いる。

4. 平等権の実態

fンrの人！！のがJ4割〈ムスリム11%，指定カー

ス卜］邑%，指定郎波12%）を占める：b；法上のいわゆ

る少数社会集団（i¥linorities）の平等権については，

彼らの宗教的・文化的・教育的権利が：主法で保障

されているほか，いわゆる差別的保護（Protective

Discrimination）と弥して指定力ースト，指定部終

につL、ては議会議席、公職上の保留が認められて

いる。また「不正iJ触賎民」詰IHこっし、ては17条がこの

ラ6

廃止をうたい．同条にもとづいて1955年には「不

可触賎民」制処嗣法（UntouchabilityOffences Act) 

が連邦下院で立法されたっ

したが η て宗教や身分の問題は現象としては社

会内部の問題，い）てみれば私人間の閏係として

通常は現われながらも司国家つまり公権力に上。

l主主さ玄な規定をうけながら存ヂi：するとレう海維

な性格をもぺている。このことはたとえば政治，＇）

面におL、ごも｜セヰヱラリズムJふるいは l少数

社会の保護Jft標防することがある状況のもとて

は一定の効果をもちうる理由でもある n

したがって社会内部の宗教的・身分的対立や、｜ノ

等意識の展開の過桂はせまい意味での社会問題｜

にとどまるものではなく、正く法次廷での平等NtしIJ

内実を具体的な形で示すものであり、それに土〆〉

てインドの人権状況の実態の重要なー側面をぷす

ものとなるのである。

本節では通例コミュナル（宗派〕暴動とし、われ

る現象と「不可触賎民」に対する抑圧のいくつか

の表現をとらえることによって，いわばインドの

人権状況の基底部分を明らかにする。

まず第 2図は1954年から1972年までの年間宗派

暴動数の推移を示している。これによれば， 1969一

70年を最近における一つのピークとして，数的に

は暴動数は減少しつつある。これに対して「不可

触賎民J,＼、わゆる「ハリジャン」に対する種々の暴

力行為件数は60年代末から非常な勢いで増加して

いるとし、われる（第8表〉。後者につL、ては60年代に

ついては同種の数字が入手できないために，やや

性格の異な J Jたヂ－7を第 9表に示しておこう c

70年を境にして宗派暴動件数が減少しているこ

とにつヤてある論者はほ15＼政府がコミュ十リス、

ムに対する厳しい取締りを行なっていることをあ

げてし、る J 事実70年から72年にかけて連邦政府は



第2図独立後インドの宗派暴動（Communal

（イr)
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54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

（出所〕 1) 1954-68は， Gajendragadkar, P. B., 

Secularism and the Constitution of India, Bo-

mbay, 1971, p. 176.山崎利男氏より借用のもの。
2) 1969-70は， Sarkar, S., Center and the 

States, Calcutta, 1972, p目 225.両者とも内務省年

次報告書によっている。
3) 1971-72は， Gani,H. A，“Scheduled Cas-

tes and Communal Problems，” Mainstream, 2 

Mar., 1974. 1973年は8月までに173件。

第8表 「ハリジャン」にたいする暴虐行為件数

(1969ー 1974)

19仰 I 1970 ! 1971 I 1972 I 1973 I 1974 
I I I (6月まで）

1,5ιn. a. ! 2吋 2沼412,6~ 2,7回

（出所〕 1969年にっし、て，Raha,S.，“The Untouch-

ables who work and produce，＇’ Jl.1ainst開仰向，

17 Oct., 1973. 1971 72は Gani,A.，“Scheduled 

Castes and Communal problems，” Ibid., 2 Mar., 

1974. 1973 74は NewAge, 15 Dec., 1974. 

宗派対立を煽動する地方紙に対する政府広告の停

止（72年8月〕，煽動者に対する即決審の方針（71

年1月〉，コミュナリズムを主張する団体の非合法

化を内容とする刑法改正（72年6月〉などの施策

をとっている。

しかしそれ以上に重要と考えられるのは，コミ

ュナリズムの舞台が主として都市であること，大

規模な暴動ほど都市でおきているという事実であ

り，ムスリムは比較的組織化されており政治的な

1970年代インドの窓法状況

第9表査察官に対する訴えの件数とその内容

(1955 1970) 

一一」印sii蜘｜邸，71悶恒竺｜…
l. 公職などの採用 112011231 8θ2221 6851148611341 
2. 私人による脅迫｜、 I I I I ｜、 l、

行為 ILn) n I ! I II ,j 
:l. 会会による脅迫 IJ1so1 刊判吋捌

「不可触虫賎民」制｜ 901邸｜ 吋1d s2IJ , ｜ 行為 i i I .11 I IJ iJ 
5. 土地および農業｜ 651 711 721 202:1庁 MI1951 239 
fi. 住居問題 I201 191 461 1201/.JOJI 1 0, 151 
7. 飲料水 I101 171 91 1s「10！斗
科教 育 I I I I斗ー！ 21 15.5 
9. そ の他｜｜ー｜ーI12制 I8引 62

合 言i ；必515591 6161叫 50912白羽4

（出所） Rep岨rtof the Commissioner for Sched-

uled Castes and Scheduled T門・bes.の各年度
版。

把握が可能であるという事実である。またインド

防衛令による一部ムスリムの拘禁という事実も宗

派暴動の鎮静化のために一定の効果をもっと思わ

れる。

こうした特徴は次に検討する「不可触賎民j制の

問題と比較する場合にみのがせない事実である。

「不可触賎民jが主に農村に住居しており，一部

の農民運動・政党組織を除けば比較的組織されて

いないことなど都市のムスリムに比較して社会的

な攻撃にさらされやすい条件がある。

それにしても「ハリジャン」暴虐行為件数の報

告が70年代に急増しているのはなぜであろうか。

73年に発表された指定カースト・指定部族査察官

(Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled 

Tribes，憲法338条にもとづいて大統領によって任命さ

れる）の1970一71年度報告書は「ハリジャン」に

対する攻撃が急増している原因などについて次の

ように語っている。

「指定カーストの人々の聞に教育が普及し，彼

らの権利に自覚をもつようになった。彼らは公然

と権利を主張しはじめた。他方カースト・ヒンド

ゥーの聞には彼らが自由に市民的権利を享受する
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ことを許せなL、えL持をし、f三くかなりの人せがあ

る0 ..ーしたがって一方では指定カーストがカー

スト・ヒンドゥーに従属せずにすむような経済的

条件を改善すること，他方では政府が大規間な教

化的努力企払う ・・必要があゐJ 世間

ここでは教育の問題が重視されてU、るが，労賃

その他の問題からも「不可触時民」の聞での権利

五：識の成長が報？？されている

このような過誌はこれ支で夫面化されなかった

事例が次々と報告されてくると U、う結果ももたら

すことになる p 「ハリジャ＞ I：こ対する暴虐行為

は絶対数が明）JJIしてきたと L、うよりも，報告fl:数

が増加した，つまり実態が明らかにされはじめて

きたという面が強いのではなかろうか。タミノレナ

ドゥイ十｜のゲン与 1ーノレ地民では，ある普察官僚の

' i今として，まともに「不可触崎氏」制処罰法を適用

するとなれば，「州の人口の半数は逮捕しなければ

ならないだろう。他人の私事に首をつっこむより

も，やらねばならないことがたくさんあるJ({:i;点

引用者〉とい弓立見が紹介されているくらし、であ

る（注17）。

つまり農村社会の新た／j_変化，平等意；誌の進展

ぷ，報告件数の増加という表現をとって現われて

いるといえるのである。ここで重要なのは報告件

数の増加の背後にある「ハリジャン」の聞での人

権意識の成長であろう。

最後に［ハリジャンjにけする抑圧がどの州に

おいてより表面化しているか（より強いか，多いか

ではなけをみるために，第 10表と 11表，宗派暴

動についごその池域的分布をみるために第1三去を

利用すると，いずれの場命も南インドよりは北イ

ンド， とりわけウツタノレプラデシュ，グジャラー

ト，マハーヲーシュトラ‘ パリジャンJIこJ フい

てはマディア 7＂ラデシュなどの州に集中して L、る

ラ8

第10i長 「ハリ ξ ャユ」殺害件数（1Sl(i7～1969合計｝

1. ウツタノレフ。ラデシュi3zzho.ピハール 29 
I I! I 2.マヂィアプファνュI231' 11.ハリ アナI23 

,l. '7 イソーノレi113,12.ケ ラ ラi17 
4 タミ Yレナド「匂I991113.商べ L ガルI1 :2 
日 、 J ジャ－ 7 76' コマヰ γyレプラI

Ii. －一、ラーシヱトラ 63!i14・ 平、♀工 i I 

7. t リ‘・• Iト 49:15.ヴリー； ιl
c¥. グゾャラートI 34116. チャンデーガノレ｜ 2 
9.アンドヲプラ4シ：.，.I :Jl ,i 合 計 11,112

（「十明庁〕 ReJうortof the Commissioner for Sched-
11！ιl Castes and k弘、heduledTri/Jl's, 1970-71 

1）い thReport,. （；川、tPress, Dヒ1hi、1973,App 

XXX. 

（注） マニプール， トリプラ，ダドラ・ナガルハヴ
ェリ，ゴア・ダマン・デュー，ポンディシェリ，

アッサム，ラカディブ，ネフ 7・ジャム・カシモ
ー ・l，ラージャスケーン，ナカ、弓 L ド‘アンダマ

・ニコノ勺レに／川、てはIf!牛もないn

第11袋 「ハリジャン」にたいする暴虐行為件数の

地域的分布

1 %si~19nl19n1 197-1 ( 6月までl

円7ノマ牛プラデ三←工I21:!18111192'1 ltj¥1:-,¥ 
クジャラート 4131741 217i ／ヒンティ一言苦州
マディアプラデシユ， 4461 n.a目In目 a.II 2167件
マハーラーシュトラI1s11 471 1s1I I非ヒンディ一語州
ビハ ー ノ レIn.a.l 651 7111 591 
十 リ ッ サIti5 I iiうち．ケララ 1附

／ ソ - .,.' 山 I ' ]l[i－＜ンガル '.2 

〔ii引 い 第8表に｜司し。

第12表宗派暴動の多発地域での暴動件数

(1964 1972) 

｜附Ii問 l1CJ66／弼1［~： 1川97~19711197'.2
ビハールI379' 53 32 110 98 99. 19: 651 31 

7にじ｜同 495 33 15 39' n. a.I叫叫a

オリッサI310, 7 6 6 6 n. a. n. a_; n. a.j n. a. 
lう J 勺rレプ I I 

, -・ .・, , 4 15 11 201 1-12 1u1. 48; 431 n. a 
アン〆ユ： ！ 、ー一一「F←一~

々 『ー
¥ ＇ノ 11i 7 2 1 4 21:) 69 

商品λンガル： 31!: 20 10 15 山 a.1n. a.In. a.In. a. 

（出所〉 第 2図に同じ。

ことが明らか仁なる ο 皮肉なことにはこれらの川｜

では与党会議派が強ャ地盤をもってL、るという共

通性があげられる。 71-72年の連邦・州選挙で与

党会議派は「寸fキュ弓リズムj‘「社会的弱者・少

数者の保護jを一一／－）のスローガンとしていたが．
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「はじめに｜でふれたインドにおける民づ，.，、-1.・:
•d、 V u一、(;!7) I’rasad. K. I’， （＇omm，’ntari,・s川 IJl.iuz-

t，’n,mce o/ J II t引 ・1w!Sれ 11rity.'ld、197仁入llahahad、
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面の問題どな ＇） ているいくつかの論点にほふれえ

たであろ号。

70年代の憲法状況を総体的にいって．憲法機能

の停止．崩壊を意味すると結論づけることはでき

ないの現在の状況はインド憲法その~＇ （＇ヲに内在す

る同家優先の論理が、経済危機の深化とともに前

面におLtl:lされてきていると表現されるべきもブヲ

主主義をめぐる対立の背景を理解するうえで，

, ft H・::,r,,Jd, 

': c 17片付

であ九う。

ザンギィ一首相は75年 2月憲法施行25年記念に

ラ9

あたって次のように語っている 3
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i ＊）れわれのι：泣；（J/;-1をとも車体：i守cして維持さJ1

る：志法であと：， 0 。 ‘ん：ぜその上‘1；二いえるのか？

それは第ーに， このilt,-Jl:；が財界史上有数の崇高Jト

-) 1-l的を＊） きまえ唱 ff能な 一鮮の人叶こよ〉て11

「》れたものであり， ？｛；：に， fン Ji(I) 11;＞！長i士憲法［f)

精神を完壁にわがものとし， ごしつllfi 1寺？のた3れには

ぁc，ゆる努力を惜しまえ1人々であらか心である

戸＊）れわれわ建！正iび〉父た九は三j訟の課題をにな

っていた。！七j家の統ーと安定を擁護すること、 人

守の｛何人！＇0A 1J1とi:t：山支河己を｛呆下,;i:--j一ふ二と，五f；斉

H'J・社会的平等をひんげる制度の発達に道をひ、，，

くことであるJ "r 1 , 

し／〉、し現実ーにはこの三重の課題はここに訂ド,J1

るように並列的なものであっfこであらうかの If：ン

ヂ f一首相自らが二れような憲法讃主を行なL、う

るのは，憲法そのも内に根i~l, '[Iヨ家内論理が買い

ているからでi土なかんろかコただし志、法じしんが

上J己の三つの課題を無矛病的に主主 ｛tさせると L、

ガレディ一首相がふれて 1ぜ、f口、i，う一つの，111'.

題を背負ってし、るJ:.1.ι 基本権に対するi国？？衰の優

越の論理は現実には障害iこ出あ＊＇ざるをえないこ

とも認めざるをえないわ第 2章で険討した上うに，

憲法の基本権条項は人身の自由， 司法救済司 平等

権， 「労働基本権jなど数多くの側面で人々の人

権意識を育成し，高めてきたのである。そのなか

で70年代にとくにあらわになってきてヤる国家の

優越の論理， その極限的表現ξしての国家緊急、権

一一一非常事態の永続的発動への抵抗という表現が

とらオもているのであるο したがってインドにおけ

る基本的人権の状態が必ずしも国家の論理によっ

てのみ規定さ;hるのではない左いろととは強調さ

れねばならなヤ。

もちろん第 1宗で具体的に指摘したよ今に，議

会市IJ－－・つをと r ，てみても、
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その危機i土一司定の現実

を背景として諮られうるつ またこれが全面的な去

現をなλノムかの形でとらなνと断言することもで

きたL、、 これまでの非常事態における諸現象かム

九て，志法のもとに認められた範同での非常事態、

権限を某礎とする~~；憲的独裁j は一一定の形をと

）て存在している。憲法の一切の枠や授権をこえ

て1i:i'-);tl〕独裁措置をとる「委任的独裁I-11 ~，にこ

れが移行してゆ（か否かは今後の諸政治：1J,＂情にか

かるとこ 7，が大き L、ρ

1 :., ：ごにおける憲法状況の今後円展開について

一持円憶測を試み4ることを別にすれば句 すでに立

5制！主を停止L‘大統領のもとに広範な執行権を

f;rj, L、一党市ljを行人たてているベンゲヲヂ、シ二7

c'l :jたj兄i土， イニ ｜よ円今後の政治制度をうらなう士号

ノ入

" ' 
一，－） のかぎを与えている。なぜなら， イL ド

の諸政治勢力はハンプ弓チシコの事態につL、てー

,tの汗（耐を下す際iこ、 イ〉｜ごにおける民主主義の

将来；ニノJI，、ても一自定の 1－.：ージを寸でに形月比して

いる点、九である。 L Tこち二「 r亡、 二こではインドの

マルフス主義の立場の内部にあるパンケ弓デシュ

川事態，－，円評価のくい九がし、を示すことによず》

fンドにおける今後の憲法状況を判断する村--
＼司

料を提供しておこう。

まずインド共産党はパンゲラニ子会シュの事態を国

内の反動派と帝国主義勢力の破壊・撹乱工作に対

する防衛措置とみている。同党のブベシ斗ニグプタ

(Bhupesh ( ;upta）上院議員はさらにすすんでインド

におレても同じ性格の勢力が存在してし、ると指摘

し，暗に iJ P運動」の性格を反動・親帝的なもの

として批判しぐいる（け3¥この立場がガンヂ f一

首相によるパLJ ゲラ子シュ型の政体移行を合理化

するものであるかどうかが今後の問題となムう。

f ンド共産党（マ） fl:: , ＇ングラヂ宇ュの一連の拾

i亘が「窓法改正j とし、う手続を経てとられてし、る
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点をまず重視し，さらにi司内の反動派や帝国主義

の捷乱に対処するためには勤労人民を動員する以

外ないとし，そのためにも民主治ljの停止でなく拡

大こそが必要であると主張している〈注4）。

インド共産党（マルクスニレーニン主義）系の諸派

の見解は直接に知ることはできないが，この派の

見解をなんらかの形で表現しているどみられるー

論文位引によれば，ラー7 ン大統領による一党制

の主要な側面は「革命的左翼政党・諸派jに対す

る布告なき戦争であり，その背去にはパングラデ

シュにおける政治勢力の完全な分極化があるとす

る。問論文は議会制民主主義の停止自体への評価

は行なっていないが，いわゆる「ナクサライト」

の立場からすればこのことは当然であろうと思わ

れる。

むしろインドそのものについて，この派に近い

見解を持つ人々のなかには，軍事独裁が革命の一

つの契機となりうるという考えのある惜6）ことを

最後につけ加えておきたい。

（注 1) Amrita Baz山・ Patrika, 27 Feb., 1975. 

(tt 2) 小林j（（樹 前掲論文（総 1惜し刈：1:22〕 213 

へーシ。

(lt 3) New Age, 2 Mar., 197:i 

( n. 4) P. D., 16 Ma仁， 1975. 

（日 5) A Correspondent，“ Bangladesh I, II，” 

Frontier, 17, 24 May, 1975 

（注 6) ラッーヒ＝ベノレム ワサエベノL, ,iJU＼＇，森谷文：

i沼）（穴『イ ／ ｝・・－・「似の革命」と「，！1くい小命」』村1I J新

聞社昭和48"f' 228-229ベージ。

L捺〕 75年 6J=lの非常事態とインド憲法

アラハバード高裁での首相の選挙違反有罪判決

は，民主主義と憲法体制をめぐる政治対立を促し

た。 1J P運動jや西ベンガYしの統一一戦藤運動は

首相の辞任をせまり，これに対してガンディ一首

相は 6月26日に野党指導者の大量逮捕，国内の騒

1970，ド代 fンド，＇；語法状視

を理由と tる非常事態の宣言によって政治危機

の打開をはかった。ガンディ一首相はひきつづき

己o項目の新経済政策借りを発表（ 7JllH）し，検

閲制度の強化や，圏内治安維持法の強化をはかり

つつ非常事態体制を固めようとしている。

このなかで 7月21日から 8月7日まで開催され

た連邦下院融会は 3次の憲法改正法案を含む25法

案を成立させ，非常事態体制の合理化を手続き面

か「、も完了したのである。この補論では 6月26日

以後の詳しい情勢の紹介は略し， 3次の憲法改正

(:B欠判的欠） 法案を中心にインドの懲法制度の

今後の方向を考察する。。

今回の非常事態の必要性については現世までの

政府の立場は次のようなものである。すなわち，

野党側が「民主主義jと憲法1二反する行動をと

ったた灼であって，われわれはいわば逸脱した

（巾rnile【I）民主主義を正しく回復すーるというのであ

る惟2＼しかしながら， 8月末日までの首相の発

には，「インドの政治制度を西欧的基準から判断

してはならない」世3）。「従来の民主主義に含まれ

た欠陥を取り除く必要がある」〈注引など従来の憲

法制度をなんかの形で修正する意図は何回が表明

し口、る。しかし公式には一党制ないL全く新し

L、憲法の制定については必ずしも賛意は示してい

なLべ日 5'oそれではこの非常事態体制下で現在の

憲法はいかなる方向への変質をせまられるのか。

以下に検討する 3次の憲法改正に一貫している

線は執行府権限の大幅な強化であり，首相の側近

I, たとえば刊ベンガ1レ州首相の♂］＼り）が γ メリカ

とY ランス円憲法を検討中 vご、あると（ニミえられるの

も川 6）ここがらくるものと，目、われる。

7月21日に開催された連邦下院は当初 1週間の

予定であったが， 3回にわたって会期が延長され，

第39次・第40次憲法改正は 3度目の会期延長（8

61 
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J J 5 IJ～8 JJ 7 11 lによって！戎立した。これらはい

ずれも当初の議事日程にはのせられていない議員案

であり，この国会の性格は非常事態の追認という

't:i初の目的からはずれ，憲法体制じしんの部分的

！.仁変化をもたらすものとな J ，たu

まず第38次改正（7月22日下院成立）は（1)352条に

ついて非常事態！［宣言を必要とするという大統領の

判断（satisfactionJは司法審査の対象とならず、非

常事態を藍ねζ宣言するーとや非常事態の期間の

問題も裁判所へ訴えることができないとする。

360条の財政的非常事態に d 八、ても同ーや’）規定が

追加された。（21'.156条の州、！の大統領統治にあたっ

ても大統領の判断は司法審査の対象とならなヤ。

(3）大統領，州知事，連邦直轄領の施政官（Adminis-

trator）が政令を必要と認めた判断も司法j痔査yう・ら

除かれる。（4)359条に新たな条項を挿入し．！？］法

救済が停止された基本権については，それに抵触

するようないかなる立法あるいは行政行為も国家

がなしうるとしたc これはおお条の規定企359；長Jこ

も挿入したのである。

359条の改正についてはのちにふれることにし

ぐ，上記九点、；こ／）し、ては、政府｛員ljは実態を縫認し

たものであ J ，て、最高裁などの，，］法権を段1：する

ものではないとしている。しかし本稿の第 l掌で

ふれたように非常事態の宣言とその永続化につい

こは1974年以来憲法上の論争をよんでいたし、今

i,,] (6}126(1 jの非常事態五言については大統領

内判断の有効性ゃ， 71年の宣言に重ねて官雷を行

比うことにJ パ、て令状請求訴訟がいくつか提起さ

). しているUL7＞れ 主た政令ゃ十JIの大統領統治i十二， ) ＇、

てもこれまでも裁判所に疑義が出されてきた（第

1章参照〉。したがってこの改正は執行権の重要な

部分を司法審貨の対象からはずしたが， この際、

政府側が議会川左法改正権1¥Jlを古Ii面にた； u、る
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点：r', 8 1 fこは注意しておく必要がある。

つぎに第四次改正（8月6日下院通過）であるが，

この改正は8月5日に下院で成立した選挙諸法

lc1c1I）法案と不即不離の関係にある。

選挙諸法（改止〕法案では71一一7＇.＇－年の連邦・川、｜

議会選挙に｛半う選挙訴訟，とくにガンディ一首相

の選挙違反事件で出された論点にそって候補者に

合平1］な改正がなされている。主な北Jl：点は違反に

よる失格は自動的とせず，大統領が選挙管理委員

会の助言によって決定する，候補者として認定さ

れる時期は立候補の意志を表閉した時点とし，｛国

守のうースにつU、て裁判所が決定する。その他選

挙のシンボルの利用，公務員からうる協力の問題

などである。

野党；ま法案の審議tこあたって失格の条件が大統

領に委ねられる点を倖］いたよう iニ忠われる。これ

に対して法相は現行選挙諸法の規定があいまいで

あるところに混乱の原因がある，とれを明確にす

ることほ「議会主権」の行使であるとしてνる

出 9）。またこの改正法案の上院での討議において

法相がはじめて「憲法の全体的枠組のみなおしが

必要であり，この過程（ま早晩開始されねばなる主

し、！と示唆したじII!戸この上院討議には，大統凶

など数名の選任ポストの選挙は司法審査の対象か

らはずすべきだという意見が出され仇11），これを

7けて第39次憲法山正が抜きうわ的に翌7日仁 l、
｜山に提出される V〕亡ふる。

第四次憲法改正は選挙諸法（改止j法案以上に

f¥l{i:山 l司法制度l－＇）十1t幹；こふれる問題点をはらkで

し、る J まず大統領・副大統領およびド院議長.r¥ 

相の選挙については通常の裁判所ではない議会制

定法にもとづくこつの機関（authorityor body）が

＇，とれぞれ審査と判定にあたると L，この議会制定

法はレれなる裁判所によっても悶われることがふ
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いとする。法相は（第38次改TI:で〕大統領らがその

判断について司法審査からのがれる以上，その選

挙についても司法から自由であるべきであるとの

べている。またこれら 4職内選挙に関する審査・

裁定を行なう機関は司法的手続をとらないl'IJ能性

も示l唆されており，最高裁や高裁が令状（writ）に

よサて監督するいわゆる審判所汀ribunal）とは性

格が呉なるものとなる可能性が強い（注12）。

第39次改正はこのほかにも，一連の土地改革立

法〈主として1971年以後のこと地所有上限設定法〉や国

有化立法などこれまでも第 9付良l]i二くみこまれて

基本権条項との抵触から自由にな ＇） た諸法だけで

なく，成立したばかりの選挙諸法（改正）法，国内

治安維持法など，これまでの第 9HUilの内容とは

およそかけはなれた内容をもっ諸法規までも第 9

付則にくみ入れて基本権規定の制約からのがれさ

せているのである。また第40次改正は 361条を修

正し、大統領， 1+1知事， [1十日の刑事免責（終身〕，

l（；事免責（在職中）を定めた J

法相は第39次憲法改立二にあた，て七 f憲法の新

たなみなおし」を主張してk、る’iLl.i！。その「みな

おし」方向はこれら憲法改正の内容からして，司

法権をさまさまな形で制約してゆくことに重点が

あるものと思われる。これは，非常事態以後の執

行権の強化や，インド防衛令（三れも1971年のもの

は札口！の目的 国内の騒ィ舎をJIJ_!rl，と Jる非常事態一－

tこあうよう改正された〕 iニ上る基本？をの抑圧が裁判

1好への提訴によってし、まふおかな＿ i）（＇）抵抗にあっ

ており，現在のところ裁判所は非’麻事態に対する

抵抗の重要なより所として利用されてし、るい上14）と

いう事実が存在するからであるο

同時に執行権の強化を目的とする［憲法のみな

おしjにあたっては， ［議会主権Jというスロー

ゲンが最大限利用されるであ九う o I司法権に制約

1970年代インド J）百革法状況

を加えるにあたっても「議会主権」が今後ますま

す前面に出されてくる可能性がある（現在最高裁で

進行中の第39次改正の違憲審査に関するガンディ一首

Illの売汗をみよ。古一一NB Cとの fL と々 Jー， (ttl5）。

県本権については，今回の非常事態では過去2

(rilの場合とは比較にならなヤ厳しい抑圧措置がと

られ口、る。国内治安維持法は 6月26日以後2回

改正され，予防拘禁は非常事態期間中，害事由の開

示なしに継続できることとなった。また第39次憲

法改正によって同法は第9付則にくみ入れられ，

且本権条項との抵触を問題とされないことになっ

7二：lJ9条による大統領命令は非常事態宣言の翌

マ日‘ 14‘'.21, 22条について，またその後tこ19条

；こっL、ても下され，これは全土i二適舟lされている。

第38次憲法改正は359条に358条と問種の規定をも

りこむことによって，司法救済の停止をうけた基

本権条項に抵触する立法，行政行為が，非常事態

と！rt]ll寺に自動的に可能とな vj たひこの攻正は

；｛；＇，（）条にこのような立法や n政行為にたIする免責

j, ＇＋え口、心。またインド匹)j衛令I二上る事前検閲

:1rn度も独立以来はじめて本格｜うりに適用され‘当初

はいくつかの新聞は空欄を残すなどの抵抗を示し

たが，現在はこれすらも許されていない。

このような人権抑圧について，首相は「個人の

政治的権利Jと「数百万人の経済的権利」を対置

5せたうえ？，後者のためtこは1'lfj荷が優先される

川はやむ合えないとしている.i.Iゎ 会選派指導者

山 iよか；二は‘憲法第三編を I個人主義的民主主義j

内表現，第凹編の国家政策の指導原理を「社会主

主量的民主主義jの表現とみ，両者の矛盾を解決す

べきであるなどとする論調もみられる叫17〕。

要するにこれらの主張は非常事態体制への国民

しつ支持をとヨつけるための201￥！目 ・7'1:r デラムの実

況はたihにiま政治的権利は無条件；こはl！二されなし、
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とするグレア十一政協の立場を i法律的！ iこ表現

したものなのごある。

｜上！民会議派とガン「ィ一政権は:20項目プ日勺ラ

ムをさらに， I1）非常事態下での連邦政府の州政府

（とくに肝党＋Hil土俵）に対する指導の原則として利用

L, (2）会議派組織の強化，イレド共産党との下部組

織 Lベノレでの協力の材料として利用しているが、

このほかに重要なのは， 1,,jプログラムが司法制度

の改革を先導する役割を果たして 1，、る点であるυ

というのは20項呂 －－fログラムのいくつかの内容

は脱税取締り，土地保有制限のひき下げの実行な

どこれまで令状請求訴訟によってスムーどな実ー施

がはばまれてきたという一面をもってL、るこ主た

非常事態下で強調されてL、る労資の協調てヘ公務

uの汚職の摘発・規律の強化にしても現在の司法

制度のもとでは早急な措置は必ずしもとれるもの

では与し、。このような事情から司法制度は20項目

1“口ゲラムの実現をはばむ存在であるという主張

が先の国会で政府側jからおりにふれ ζなされとレ

る。憲法上の問題ととも；こ，こり泊jからも執行府

とai]rt;)l'.fの関係は今後さらに大さな変化が予想さ

れる。また／主［llj(I）オ！：常，亨‘態｛；本誌Jj；土そこま－cc）） き

か3るをえなL、必然性を内古:-Iiiζか均、えてお i）噌こ

(I）体；lli]v'）安定性を；最後までゆさぶる要因として残

るであろう。このほかにも今回の非常事態体制は

L、くつかの不安定要因をかかえてL、るけここでは

読後にそのう九二‘つをあげておく

第 1は弱者対策正しての20I央日ブ。ロゲラムが，

大衆聞のカースト的・宗教的反Uをあぶ／.s役’剖を

客観的には果1こすということである〕ジャン・トト

〉党や非合法化された国民奉仕協会〔R S お）な

どがガンディ一政権のこのような弱点につけこま

ない｛呆障はないc

第 2は生産のJ円強を目的とする労資の協調であ
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るがーすでにこの間iこ資本側の攻勢が各地で強化

されている1./J:l時＇，.，とくに西ベンガ； L川｜では口ソケ

「1'7ト，レイオフなどの形をとぺて資本攻勢が非

常事態以前より強化されているLillli、ご民間の労資

の協議機関として設けられた全面協議体（Natinal

λpex Body）におL、ても N・タタなどは無条件の協

調を L:Jぞけ，労働側の規律強化を要求している
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